
令和 5年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 徳島県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 豊かな人権感覚を身に付け、行動できる児童の育成 

○調査研究のテーマを設定した目的 

当校には、自分の思いをうまく伝えることができず、乱暴な言葉遣いや行動で自分の

感情を表現してしまう児童がいる。そして、その言動によって相手がどのような気持ち

になるかという想像力が十分身に付いていないため、相手が傷付いても、教師や保護者

から諭されるまで気付かないこともある。このような児童の背景には、家庭環境におい

て保護者との関わりが適切でなかったり、学校とのつながりが希薄化していたりして、

児童の自尊感情が低下している等の原因が考えられる。 

そのため、当校では人権教育年間計画や学校いじめ防止基本方針に基づき、自分や相

手を大切にする児童を育成する。そして、自分の人権と他者の人権を尊重する態度を養

うために、幅広い社会体験や生活体験の機会を設け、他の人の気持ちを共感的に理解で

きる豊かな情操を培いたいと考え、本研究テーマを設定した。 

○調査研究の概要 

当校の児童は 513 名（令和６年２月 28日現在）で、全体的に明るく素直で活動的であ

る。しかし、社会環境の変化や家庭環境の多様化により、学習面・生活面ともに配慮や

支援を必要とする児童が増えてきている。日常の学校生活の場面では、自分の思いや願

いを相手に伝える力が十分でなく、友達とうまくコミュニケーションがとれずにトラブ

ルになる児童もいる。そこで仲間づくりから自分や友達のよさを知り、自他を大切にで

きるように支援していくことが必要である。 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

徳島市津田小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

25 学級（うち特別支援学級：７学級） 

○児童生徒数（R.6.2.28） 

全児童数：513 名 

○URL 

https://school.e-tokushima.or.jp/es_tsuda/ 

 

○指定理由 

 津田小学校のある徳島市では、令和３年３月に今後10年のまちづくりの指針となる「徳

島市総合計画 2021」を策定した。その中で「多様性を認め合える！個性あふれるまち『と

くしま』の創造」が目標の一つとして掲げられ、一人一人が尊重し合い個性や能力を発

揮して、誰もが活躍できるまちづくりをめざし、人権尊重・多文化共生社会の実現をめ

ざした様々な取組を進めている。 

 津田小学校においては、令和４年度徳島県「多様性を認め合う人権教育推進協力校事

業」の指定を受け、多様性を認め合い、つながりを実感する人権教育の推進・充実に取

り組んできた。保護者アンケートや児童アンケート、教職員の自己評価等を分析し、学

校や児童の実態と課題を把握し、学校全体で共有して研究を進めてきている。また、人

権学習を各教科や特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動等に適切に位置付け、

教科横断的な視点から年間計画を作成して、それに基づき研究・実践を積み重ねてきて

いる。 

 令和５年度は令和４年度の研究を更に発展させ、人権教育の推進を図るとともに、研

究の成果を研究発表会等で広く普及していくことで、県内の人権教育の一層の充実及び

発展につながると期待されるため、津田小学校を指定することが最適であると考える。 

 

 

 

○取り組んだ人権課題について 



該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 ○ 

②女性 ○ 

③高齢者 ○ 

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々 ○ 

⑦外国人 ○ 

➇-１HIV 感染者等 ○ 

➇-２ハンセン病患者等 ○ 

⑨刑を終えて出所した人 ○ 

⑩犯罪被害者等 ○ 

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等 ○ 

⑬性的指向、性自認 ○ 

⑭その他（災害時における人権問題） ○ 

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

当校が定めるめざす子ども像「心豊かに、たくましく、ともに伸びゆく津田っ子」と

実際の児童の課題を踏まえ、人権教育に関するアンケートを行った。学校全体で考察す

ると 95%の児童が「学校で友達に会うのは楽しい」と答えている。しかし、「自分のよい

ところを知っている」については、65%と低い回答となっている。 

また、「友達がいやなことをされているとき、その人を止めることができる」と答えた

児童は 72.7%となった。考察の結果、人権を守ることや差別はいけないことだとは理解し

ているが、それを行動化できない実践力の低さが読み取れた。 

このような結果を踏まえ、各学年の発達段階や実態から、本校の課題は「自尊感情の

低下」「理解しているが行動できない実践力の低さ」である。そのため、本年度は次のよ

うな研究を実施することとした。 

 ①共感的な人間関係を育成し、自己肯定感・自己有用感を高める指導・支援 

 ②豊かな人権感覚を身に付け、実践力を養う授業・環境づくり 

 ③教職員自身の感性を磨く教職員研修の充実 

○実施方法 

①共感的な人間関係を育成し、自己肯定感・自己有用感を高める指導・支援 

○すべての児童にとって安全・安心な居場所づくり 

 ・いじめをはじめとする人権侵害を発生させない学校づくり 

 ・人権標語の作成掲示、校内発表 

 ・人権集会の実施（人権・いじめ防止委員会による計画・立案） 

 ・「自他の人権が大切にされる」「いじめや差別は許さない」という人権尊重の雰囲気

の醸成（望ましい隠れたカリキュラムの実現） 

 ・チーム学校として、教職員同士はもちろん、関係機関（SC や SSW 等）と連携・協働

した教育活動の展開 

○一人一人が認められることで自己存在感を実感できる手立て 

 ・多角的な広い視点からの児童理解 

 ・PBS（ポジティブ行動支援）を取り入れた学校・学級づくり 

 ・人権尊重の視点に立った学級目標の設定と振り返り 

 ・互いに認め合える仲間づくり 

○教科横断的な人権教育の実践 

 ・教科横断的な視点による年間計画の作成 

 （各教科の目標と人権教育のつながりを意識して学習活動を計画する。） 

○同和問題をはじめ様々な人権問題についての正しい知識と確かな人権感覚を身に付



け、実践行動できる教職員を育成する研修の充実 

 ・県人権教育指導員や市人権教育・啓発講師の活用 

 ・同和問題に関する講話の受講 

 ・各学年で重要な柱にすえる人権課題を選択し、主体的・対話的で深い学びとなる授

業づくり 

 

②豊かな人権感覚を身に付け、実践力を養う授業・環境づくり 

○一人一人が大切にされ、よさや可能性を発揮できる仲間づくり 

 ・互いによいところを見つけて伝え合う活動 

 ・学年の垣根を越えてありがとうの気持ちを伝え合う「あったかカード」の推進 

 ・自分の考えを伝え、友達の考えを聴く態度を育てる「つだっこナビ」の活用 

○児童の自己肯定感を高める学習活動  

 ・自分事として課題をもち、その課題解決にむけて取り組む学習 

 ・学習の振り返りによる自己の成長・変容の見取り 

○児童の自己有用感を高める学習活動の創造 

 ・自発的・自治的な活動「一人一活」「会社活動」等の推進 

 ・生活科や総合的な学習の時間における異学年との交流学習 

 ・特別活動（委員会活動、クラブ活動、学校行事等） 

○多様性を認め合う共感的な人間関係の育成 

 ・互いのよさやちがいを認め合える、異年齢交流「ぴかりんタイム」の活動 

 （高学年が主体となって計画・実践・振り返りを行う） 

 ・同和問題や障がい者等の個別人権課題に関する講師との交流・体験学習 

 

③教職員自身の感性を磨く教職員研修の充実 

○地域を教材とした体験・交流学習 

 ・地域教材を使った学習・フィールドワーク 

 ・地域人材によるゲストティーチャーの活用 

 ・全校・家庭・地域にむけた児童の学びの発信 

○家庭・地域との連携 

 ・PTA 人権教育推進部との連携（人権講演会等） 

 ・人権ファイルを活用した、保護者との共通理解 

 ・ホームページに人権学習に関する情報の掲載 

 ・保護者アンケートを活用した、点検・評価と改善 

 ・懇談時や日常的に保護者との情報共有や連携を生かした指導方法の工夫・改善 

 ・学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の活用 



4．検証・評価・改善・普及 

①共感的な人間関係を育成し、自己肯定感・自己有用感を高める指導・支援  

 校内研修に全教職員参加の研究授業と授業研究会を計画的に位置付けたことにより、

教職員全体で授業の指導方法や工夫改善について共有する機会をもつことができた。ま

た、外部講師による講話を聞き、差別の現実を直接知るとともに、人権教育を取り巻く

諸情勢を学ぶなど、人権の視点をもって教科横断的に人権教育を実践することができた。

令和４年度から令和５年度にかけて人権教育年間計画を見直す際に、各教科との人権教

育のつながりを改めて確認した。 

 令和５年度には PBS 研修や部落差別に関する地域交流会等、人権教育関係の教職員研

修を行い、教職員の人権感覚、指導技術の向上を図った。 

 今後も本校の人権教育活動の充実を図りつつ、体験をともなう授業づくりの改善など

を図る。 

 

②豊かな人権感覚を身に付け、実践力を養う授業・環境づくり 

 異学年交流の場「ぴかりんタイム」では、上学年が企画運営し、月に 1 回程度の交流

を実施した。立場のちがいにより、学級内では見せない相手を思いやる言動が見受けら

れるようになってきた。ぴかりんタイム以外にも、休み時間や授業で積極的に交流する

姿も見られ、相手意識をもって話し合うことができた。上学年が下学年に対し、遊びを

企画するなど異学年で共感的な人間関係を築くことができている。活動後は感想を廊下

に掲示するなど、伝え合うことで異学年とのつながりが多く見られるようになった。 

 人権学習の授業後には、発言やノートの感想によって人権感覚の成長や変容を評価し、

授業改善に努めた。児童の感想では、自分を振り返り、今後どのように自分の行動や考

え方を改善していくかと考える内容が多く見られた。また、話合い活動を意図的に実施

した結果、自分を肯定的にとらえる姿が増えている。人権アンケートの結果でも「自分

のよいところを知っている」という問いに対し 65％から 78％に上昇がみられた。 

 学校全体の取組として、朝の会・帰りの会での「きらりさん」の発表や「あったか言

葉を見つけよう」などの活動を通して、互いのよさを見つける視点と伝え合う行動が定

着しつつある。また、異学年交流後に学年の垣根を越えた感謝の言葉を伝え合う「あっ

たかカード」の導入を行い、校内掲示や校内放送での紹介を通して、自分の気持ちを言

語化することに抵抗感が少なくなった児童が増えている。校内で行った人権アンケート

でも「自分と同じように友達のことを大切にしている」等の項目が５～10％上昇した。

しかし、日常生活の中では相手の事を考えて行動できていない児童もおり、引き続き継

続した取組を行っていく必要がある。 

 

③教職員自身の感性を磨く教職員研修の充実 



 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で家庭・地域と連携が取りづらい状況だったが、

感染症対策を実施した上で保護者も参加した「インターネット安全利用教室」や人権参

観日、ホームページや学年便り等の人権コーナー等、様々な啓発を行うことができた。

しかし、コロナ禍以前のように家庭や地域と連携した人権啓発活動等が充分でないため、

状況を見ながら啓発活動を続けていく。 

 令和４年度からは改めて地域教材や個別人権課題に関して交流・体験学習を見直し、

内容も再構成し計画した。人と人との交流や体験から、当事者の願いや思いを直接学ぶ

ことで、児童は視野を広げ、正しい知識を身に付けることができ、人権課題についてよ

り身近に感じることができた。その児童が学んだ人権学習内容を参観日や家庭で話すこ

とにより、保護者への啓発を行うこともできた。保護者からは「差別について正しい知

識を学び、自分がどう行動しなければいけないかを家庭でも話し合うことができた」等

のメッセージをいただいた。 

 今後も学校と家庭・地域が一丸となって人権を尊重する児童の育成や人権問題の解決

に向けて取り組んでいきたい。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画 

 

  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 

  



○関連資料 

















 

 


